
秋田市消防団の組織等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布

する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市規則第23号

秋田市消防団の組織等に関する規則の一部を改正する規則

秋田市消防団の組織等に関する規則（昭和29年秋田市規則第25号）の一

部を次のように改正する。

第２条第５項第５号中「121人」を「115人」に改め、同項第６号中

「258人」を「178人」に改め、同項第７号中「1,646人」を「1,332人」に

改める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際現に班長の階級にある消防団員は、引き続き班長

の階級にある消防団員として在任することができる。この場合において、

班長の階級にある消防団員の数が改正後の秋田市消防団の組織等に関す

る規則第２条第５項第６号に規定する定員（以下「改正後の班長の定

員」という。）を超えるときは、同号の規定にかかわらず、班長の階級

にある消防団員の数が改正後の班長の定員以下となるまでの間、班長の

階級にある消防団員の数をもって改正後の班長の定員とみなす。


